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松崎町経済対策融資資金利子補給金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、町内の中小企業者が経営の安定を図ることを目的に、金融機関から事業

資金の融資を受けた場合、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付

については、松崎町負担金補助及び交付金に関する規則（昭和33年松崎町規則第２号）及び

この要綱に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 中小企業者 

中小企業信用保険法（昭和25年法律第264号。以下「法」という。）第２条第１項第１

号、第１号の２及び第３号に掲げる者をいう。 

(２) 取扱金融機関 

静岡県信用保証協会と信用保証に関し約定し、かつ県内に本支店を有する金融機関又は

株式会社日本政策金融公庫の県内支店をいう。 

(３) 町税等 

町税等とは、町民税、固定資産税、国民健康保険税、水道料他、町から課せられ納入す

べき税及び料をいう。 

（対象） 

第３条 この要綱に定める利子補給金の交付を受けることができる中小企業者は、取扱金融機

関から事業資金を借り入れており、１年以上町内で同一事業を営み、かつ、償還実績表提出

時における町税等について完納している者とする。 

（利子補給金の額） 

第４条 利子補給金の額は、融資を受けた中小企業者が該当年度中に支払った利子のうち、年

率１パーセント以内の額とし、20万円を限度とする。ただし、返済遅延による利子には補給

しない。 

（交付申請等） 

第５条 利子補給金を受けようとする中小企業者（以下「申請者」という。）は、当該年度の

最初の償還日の属する月の末日までに、松崎町経済対策融資資金利子補給金交付申請書（様

式第１号）に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 
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(１) 取扱金融機関の発行した償還予定表 

(２) 事業資金として借り入れていることを証する書類 

(３) その他町長が必要と認める書類 

２ 町長は、前項の申請によりその内容を審査し、利子補給の交付を決定した時は、申請者に

対し松崎町経済対策融資資金利子補給金交付決定通知書（様式第２号）により通知するもの

とする。 

３ 申請者は、当該年度の最後の償還日から10日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなけ

ればならない。 

(１) 取扱金融機関の発行した償還実績表 

(２) 町税等納付状況調査承諾書（様式第３号） 

(３) 請求書（様式第４号） 

(４) その他町長が必要と認める書類 

４ 町長は、前項の書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、利子補給金の交付の決定

の内容に適合すると認めたときは、速やかにその利子補給金を交付するものとする。 

（利子補給金の返還） 

第６条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が提出書類に虚偽の事項を記載し、また申請に

ついて不正な行為があったと認めるときは、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還

させることができる。 

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則（平成30年３月26日告示第41号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成30年４月１日から施行する。 

 （利子補給金の限度額の特例） 

２ 第４条で規定する利子補給金の20万円の限度額については、令和２年度から令和４年度ま

での間、適用しないものとする。 

附 則（令和２年３月５日告示第12号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年４月15日告示第51号） 
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この告示は、公示の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第５条関係） 
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様式第４号（第５条関係） 
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